
議案第３５号 

 

平成２９年度天理市一般会計補正予算（第１号） 

 

 平成２９年度天理市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６５，７８５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２５，１０５，７８５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  

  平成２９年６月８日提出 

 

天理市長   並 河  健                                   



  

第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

１ 歳 入

- 1 -

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

14 国庫支出金     3,667,764        60,274     3,728,038

  

 2 国庫補助金       610,383        60,274       670,657

  

18 繰入金       969,471           299       969,770

  

 1 基金繰入金       969,471           299       969,770

  

19 繰越金       200,000        41,512       241,512

  

 1 繰越金       200,000        41,512       241,512

  

20 諸収入       470,332        13,400       483,732

  

 5 雑入       314,685        13,400       328,085

  

21 市債     1,777,100        50,300     1,827,400
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款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

 1 市債     1,777,100        50,300     1,827,400

  

歳         入         合         計    24,940,000       165,785    25,105,785



  

２ 歳 出
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款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

 2 総務費     2,821,580       156,746     2,978,326

  

 1 総務管理費     2,280,352       156,746     2,437,098

  

 3 民生費     9,932,765         1,768     9,934,533

  

 1 社会福祉費     4,422,531           270     4,422,801

  

 2 児童福祉費     4,286,315         1,282     4,287,597

  

 3 生活保護費     1,223,468           216     1,223,684

  

 4 衛生費     1,750,372            50     1,750,422

  

 1 保健衛生費       720,383            50       720,433

  

 8 土木費     3,361,928         5,621     3,367,549

  

 4 都市計画費     2,494,813         5,621     2,500,434
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款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

 9 消防費       863,857         1,600       865,457

  

 1 消防費       863,857         1,600       865,457

  

歳         出         合         計    24,940,000       165,785    25,105,785



第２表　　債務負担行為補正

追加

事　　　　　　　　項

千円

若 者 世 代 男 女 共 同 就 業 促 進 事 業

期　　　　　　　　間 限　　　度　　　額

平成３０年度から平成３２年度まで ７，６５０
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第３表　地方債補正

変更

限 度 額 起債の方法 限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

千円 千円

体 育 施 設 整 備 事 業 12,500 62,800証書借入れ
又は証券発
行

起　債　の　目　的
補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

利　　率 償還の方法

年５．０％
以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる場合
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

政府資金に
ついてはそ
の融資条件
により、銀
行その他の
場合にはそ
の債権者と
協定するも
のとする。
ただし、市
財政の都合
により据置
期間及び償
還期限を短
縮し、又は
繰上償還も
しくは低利
に借換えす
ることがで
きる。

補　正　前　に　同　じ

 


